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46 

（６）個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）
○ 各道路管理者は、橋梁・ ト ンネル・ 大型の構造物定期的な点検・ 診断の結果に基づき

個別施設計画※を策定（ 地方公共団体は平成32年度までに策定予定）。

○ 平成28 年度末時点の個別施設計画の策定率は、 橋梁で約65%、 管理者別では、 都道

府県・ 政令市等 約75%、 市町村 約64%。

○ その他、 ト ンネル及び大型の構造物の策定率は、 それぞれ約26%、 約31%。

○インフラ長寿命化計画の体系

○個別施設計画の策定状況（平成 28 年度末時点）

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：H28年度（策定済）
⇒地方公共団体：H32年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）

公共施設等
総合管理計画＝

道路 河川 空港

基
本
計
画

行
動
計
画

個
別
施
設
計
画

公共施設等総合管理計画
の策定指針（総務省）

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

道路 河川 空港

大
型
の
構
造
物

ト
ン
ネ
ル

橋

梁
・・・ ・・・

※

※1,825 団体中 1,809 団体で策定済み（平成 28 年度末時点）

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

0 20 40 60 80 100

国土交通省

高速道路会社

都道府県・

政令市等

市町村

全体

〈橋梁〉 〈トンネル〉 〈大型の構造物〉

( 10 )

( 6 )

( 97 )

( 1,715 )

( 1,828 )

( 10 ) 100%

( 6 ) 100%

75%( 73 )

64%( 1,104 )

( 1,193 ) 65%

100% 100%( 10 ) ( 10 )

( 6 ) ( 6 )100% 100%

( 63 ) 71%

18%

26%

(109)

(188)

( 711 )

( 606 )

( 89 )

( 6 )

( 10 )

( 723 )

( 615 )

( 92 )

( 6 )

( 10 )

67%( 62 )

24%( 145 )

( 223 ) 31%

※（）は団体数 ※市町村は特別区を含む

※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出

※大型の構造物は横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策定されていれ

ば策定済みとしている

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の具体の

対応方針を定めた計画
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（
集

約
化

・
撤

去
の

活
用

）
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公
共

施
設

等
適

正
管

理
推

進
事

業
債

の
活

用
資

料
⑦
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交
付

金
事

業
等

に
お

け
る

架
替

要
件

の
厳

格
化

等
資

料
⑧
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交
付

金
事

業
等

に
お

け
る

架
替

要
件

の
厳

格
化

等
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橋
梁

の
耐

震
補

強
の

推
進

に
つ

い
て

－　22　－



橋
梁

の
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震
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強
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推
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に
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い
て
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ｓ ｄ ｆ あｓ ｄ ｆ

平成２ ９年７月２１日 

都市局 街路交通施設課 

道路局 企 画 課 

国道・ 防災課 

道路

「 橋、高架の道路等の技術基準」 （ 道路橋示方書） の改定について 

１．概要 

「 橋、高架の道路等の技術基準」 （ 道路橋示方書） は、高速道路、国道の橋梁

の設計に用いる基準であり、その他の道路橋の設計においても一般的に用いられ

ています。  

今回の改定により、安全性の向上、国際競争力の向上、技術開発・ 新技術導入

の促進、ライフサイクルコストの縮減が図られるとともに、適切な維持管理によ

る橋の長寿命化が期待されます。

２．スケジュール 

平成３０年１月１日以降、新たに着手する設計に適用します。

３．その他 

基準の内容は、国土交通省道路局ホームページで公表しています。
http: //www. ml i t. go. j p/road/si gn/ki j yun/bunya04. html

＜お問い合わせ先＞ 
道路局国道・ 防災課  課長補佐  和田 
代表： 03-5253-8111（ 内線37-811）  直通： 03-5253-8492 FAX： 03-5253-1620 
都市局街路交通施設課 企画専門官 田邊 
代表： 03-5253-8111（ 内線32-862）  直通： 03-5253-8417 FAX： 03-5253-1592 
道路局企画課     課長補佐  本田 
代表： 03-5253-8111（ 内線37-562）  直通： 03-5253-8485 FAX： 03-5253-1618 

「 橋、高架の道路等の技術基準」（ 道路橋示方書）は、昭和47年の制定以

降、技術的な知見や社会的な情勢の変化等を踏まえて改定を行ってきている

ところですが、今般、制定以来の大幅な改定を行いました。 

＜改定のポイント＞ 

○橋の安全性や性能に対しきめ細やかな設計が可能な設計手法を導入 

○橋が良好な状態を維持する期間（ 設計供用期間） として、100 年を標準と

することを規定し、その間適切な維持管理を行うことを規定 

資料－⑪
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近
年
の
改
定
の
経
緯
と
今
回
の
主
な
改
定
内
容

平
成
１
３
年
改
定

平
成
２
４
年
改
定

性
能
規
定
化
型
へ
の
転
換

疲
労
、
塩
害
に
対
す
る
耐
久
性
能
の
考
え
方
を
導
入

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
を
契
機
と
す
る
設
計
地
震
動
の
見
直
し

構
造
設
計
上
の
維
持
管
理
へ
の
配
慮
事
項
を
規
定
（
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
な
し
）

平
成
８
年
改
定

車
両
大
型
化
対
応
（
設
計
自
動
車
荷
重
２
５
ト
ン
）

大
型
車
の
交
通
状
況
に
応
じ
た

2種
類
の
活
荷
重
を
導
入
（
A
活
荷
重
、

B
活
荷
重
）

平
成
６
年
改
定

兵
庫
県
南
部
地
震
を
契
機
と
す
る
耐
震
設
計
の
強
化

「
橋
、
高
架
の
道
路
等
の
技
術
基
準
」
（
道
路
橋
示
方
書
）
は
、
昭
和
４
７
年
の
制
定
以
降
、
技
術
的
な
知
見
や
社
会
的
な
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ま
で
に
６
回
の
改
定
を
行
っ
て
い
る
。

②
長
寿
命
化
を
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
の
規
定
の
充
実

①
多
様
な
構
造
や
新
材
料
に
対
応
す
る
設
計
手
法
の
導
入

③
そ
の
他
の
改
定

設
計
供
用
期
間

10
0年
を
標
準
と
し
、
点
検
頻
度
や
手
法
、
補
修
や
部
材
交
換
方
法
等
、
維
持
管
理
の
方
法
を
設
計
時
点
で
考
慮

耐
久
性
確
保
の
具
体
の
方
法
を
規
定

橋
の
安
全
性
や
性
能
に
対
し
き
め
細
や
か
な
設
計
が
可
能
な
設
計
手
法
を
導
入

⇒
「
部
分
係
数
設
計
法
」
及
び
「
限
界
状
態
設
計
法
」
を
導
入

熊
本
地
震
を
踏
ま
え
た
対
応
等

平
成
２
９
年
改
定
（
昭
和
４
７
年
制
定
以
来
の
大
幅
な
改
定
を
実
施
）

耐
震
設
計
法
の
充
実
（
保
有
水
平
耐
力
照
査
法
の
規
定
）

平
成
２
年
改
定

そ
れ
ま
で
複
数
存
在
し
て
い
た
示
方
書
や
指
針
類
を
統
合
し
、
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅱ
鋼
橋
編
」
を
制
定

昭
和
４
７
年
制
定

昭
和
５
３
年
に
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅲ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
編
」
を
制
定

昭
和
５
５
年
に
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅳ
下
部
構
造
編
、
Ⅴ
耐
震
設
計
編
」
を
制
定
、
「
道
路
橋
示
方
書
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅱ
鋼
橋
編
」を
改
定

昭
和
５
３
、
５
５
年
改
定
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①
多
様
な
構
造
や
新
材
料
に
対
応
す
る
設
計
手
法
の
導
入

国
土
交
通
省
で
は
平
成
２
８
年
を
「
生
産
性
革
命
元
年
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
建
設
及
び
維
持
管
理
コ
ス
ト
を
削
減
す
る
多
様
な
構

造
や
新
材
料
の
開
発
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

必
要
な
橋
の
性
能
を
確
保
し
つ
つ
、
多
様
な
構
造
や
新
材
料
の
導
入
促
進
を
図
る
た
め
、
諸
外
国
で
も
運
用
実
績
を
積
ん
で
き
て

い
る
設
計
手
法
を
導
入
。

橋
の
限
界
状
態
1
橋
と
し
て
の
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
が
損
な
わ
れ
て

い
な
い
限
界
の
状
態

橋
の
限
界
状
態
2

部
分
的
に
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
の
低
下
が
生
じ
て

い
る
が
，
橋
と
し
て
の
荷
重
を
支
持
す
る
能
力
に
及
ぼ

す
影
響
は
限
定
的
で
あ
り
，
荷
重
を
支
持
す
る
能
力

が
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
範
囲
に
あ
る
限
界
の
状
態

橋
の
限
界
状
態
3
こ
れ
を
超
え
る
と
構
造
安
全
性
が
失
わ
れ
る
限
界
の

状
態

■
部
分
係
数
設
計
法
の
導
入

（
外
力
）

（
抵
抗
力
）

α 1
F 1

 ＋
α 2

F 2
＋
α 3

F 3
＋
α 4

F 4
･･
･
＜

×
R

1

β 1
×

β 2
×

β 3
･･
･

車
両

風
温
度

材
料

ば
ら
つ
き
解
析

誤
差
部
材
挙
動

特
性

地
震

Ｆ
＜
Ｒ
×

1
安
全
率
（
≧

1.
0）

（
外
力
）

（
抵
抗
力
）

外
力
、
抵
抗
力
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
安
全
率
を
要
因
毎
に
細
分

化
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
安
全
性
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
き
め
細

や
か
な
設
計
が
可
能
と
な
り
、
構
造
の
合
理
化
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
が

期
待
さ
れ
る
。

大
地
震
や
様
々
な
荷
重
に
対
し
て
橋
の
限
界
状
態
（
1
～
3
）
を
定
義

し
、
複
数
の
限
界
状
態
に
対
し
て
安
全
性
や
機
能
を
確
保
す
る
こ
と

で
、
橋
に
求
め
る
共
通
的
な
性
能
が
明
確
と
な
り
、
多
様
な
構
造
や

新
材
料
の
導
入
が
可
能
と
な
る
。

■
限
界
状
態
設
計
法
の
導
入

従
来
（
許
容
応
力
度
設
計
法
）

改
定
（
部
分
係
数
設
計
法
）

通
常
作
用
す
る
荷
重

（
自
重
、
自
動
車
荷
重
、
温
度
や

風
の
影
響
な
ど
）

橋
の
限
界
状
態
１

か
つ

橋
の
限
界
状
態
３

に
対
し
て
安
全
性
を
確
保

滅
多
に
作
用
し
な
い
荷
重

（
大
地
震
）

橋
の
限
界
状
態
２

か
つ

橋
の
限
界
状
態
３

に
対
し
て
安
全
性
を
確
保

橋
の
限
界
状
態

荷
重
と
橋
の
限
界
状
態
の
関
係
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②
長
寿
命
化
を
合
理
的
に
実
現
す
る
た
め
の
規
定
の
充
実

耐
久
性
設
計
の
具
体
の
方
法

具
体
例

１
．
劣
化
の
影
響
を
考
慮
し
た
部

材
寸
法
や
構
造
と
す
る

■
塩
害
の
対
策

■
部
材
の
交
換
や
点
検
が
容
易
な
構
造
と
す
る

➢
塩
害
の
影
響
度
合
い
に
応
じ
た

➢
部
材
交
換
の
有
無
を
考
慮
し
て
構
造
に
反
映
さ
せ
る

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
の
「
か
ぶ
り
」
を
規
定

２
．
部
材
寸
法
や
構
造
と
は
別
途

の
対
策
を
行
う

■
施
工
・
維
持
管
理
の
容
易
さ
、
耐
久
性
、
部
材
の
重
要
度
等
を
考
慮
し
て
、
適
切
な
防
食
方
法
を
選
定

➢
環
境
条
件
等
に
応
じ
て
防
食
種
別
の
差
別
化
が
図
ら
れ
る

３
．
設
計
供
用
期
間
内
に
お
い
て

劣
化
の
影
響
が
な
い
と
み
な

せ
る
構
造
と
す
る

■
環
境
等
に
応
じ
て
耐
食
性
に
優
れ
た
材
料
を
用
い
る

➢
海
沿
い
な
ど
、
腐
食
環
境
の
厳
し
い
環
境
下
で
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る

ス
テ
ン
レ
ス
鉄
筋

Ｆ
Ｒ
Ｐ
緊
張
材

平
成
２
６
年
に
５
年
に
１
度
の
定
期
点
検
が
法
定
化
さ
れ
、
長
寿
命
化
の
取
り
組
み
が
本
格
化
。

橋
が
良
好
な
状
態
を
維
持
す
る
期
間
と
し
て
1
0
0
年
を
標
準
と
す
る
と
と
も
に
、
耐
久
性
設
計
の
具
体
の
方
法
を
規
定
。

支
承
交
換
や
点
検
が
容
易
な
構
造

ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ

に
配
慮

耐
候
性
鋼
材

重
防
食
塗
装

防
食
多
重
化
（
鉄
筋
防
食
＋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
塗
装
）

鉄
筋

か
ぶ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
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【
施
工
に
関
す
る
規
定
の
改
善
】
※

落
橋
防
止
装
置
等
の
溶
接
不
良
事
案
を
踏
ま
え
、
溶
接
検
査
の
規
定
を
明
確
化

引
張
り
を
受
け
る
完
全
溶
け
込
み
溶
接
は
、
主
要
部
材
に
関
わ
ら
ず
内
部
き
ず

検
査
を
継
手
全
数
・
全
長
に
渡
っ
て
行
う
こ
と
を
明
確
化

③
そ
の
他
の
改
定
事
項

【
熊
本
地
震
に
お
け
る
被
災
を
踏
ま
え
た
対
応
】
※

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
梁
の
落
橋
を
踏
ま
え
、
不
安
定
に
な
り
や
す
い

下
部
構
造
と
し
な
い
こ
と
を
要
求

大
規
模
な
斜
面
崩
壊
等
に
よ
る
被
災
を
踏
ま
え
、
斜
面
変
状
等
を
地
震
の
影

響
と
し
て
設
計
で
考
慮
す
る
こ
と
を
明
確
化

制
震
ダ
ン
パ
ー
取
付
部
の
損
傷
事
例
を
踏
ま
え
、
部
材
接
合
部
の
留
意
事
項

を
明
確
化

斜
面
変
状
に
よ
る
橋
台
の
沈
下

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
を
有
す
る
橋
の
落
橋

【
点
検
結
果
を
踏
ま
え
た
改
善
】

特
殊
な
形
状
の
Ｐ
Ｃ
ポ
ス
テ
ン
桁
の
一
部
で
ひ
び
割
れ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
ひ
び
割
れ
防
止
対
策
の
規
定
を
充
実

P
C
鋼
材
の
配
置
や
橋
軸
直
角
方
向
の
鉄
筋
引
張
力
の
照
査
を
新
た
に
規
定

腹
圧
力

P
C
緊
張
力上
フ
ラ
ン
ジ

下
フ
ラ
ン
ジ

橋
軸
方
向

箱
桁
下
フ
ラ
ン
ジ

ひ
び
割
れ

橋
軸
方
向
の
ひ
び
割
れ

モ
ー
メ
ン
ト

腹
圧
力

ひ
び
割
れ

P
C
鋼
材

制
震
ダ
ン
パ
ー
取
付
部
の
損
傷

（
被
災
前
）

全
断
面
が
完
全
に
溶
接
さ
れ
る
よ
う
、
鋼
材
片
側
か
ら

溶
接
し
た
の
ち
、
反
対
側
か
ら
ル
ー
ト
部
の
裏
は
つ
り
を

行
っ
た
上
で
、
反
対
側
の
溶
接
を
行
っ
た
も
の

完
全
溶
け
込
み
溶
接

（
被
災
後
）

接
合
部
及
び
連
結
さ

れ
る
各
部
材
に
求
め

ら
れ
る
条
件
を
明
ら

か
に
し
、
こ
れ
を
満

足
す
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

P
C
緊
張
力
の
鉛
直
分
力
（
腹
圧
力
）
の
影
響

ロ
ッ
キ
ン
グ
橋
脚
の
例

（
橋
軸
直
角
方
向
よ
り
）

（
橋
軸
方
向
よ
り
）

斜
面
崩
壊
等
の
影
響
を

受
け
な
い
箇
所
を
選
定

基
礎
先
端
を
長
期
的
に

安
定
し
た
支
持
層
に
根
入
れ

※
熊
本
地
震
に
お
け
る
被
災
を
踏
ま
え
た
対
応
と
、
落
橋
防
止
装
置
の
溶
接
不
良
事
案
を
踏
ま
え
た
施
工
に
関
す
る
規
定
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
通
達
等
に
て
道
路
管
理
者
に
通
知
済
み
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イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
（
平
成
２
８
年
１
１
月
２
８
日
設
立
）

設
立

の
背

景
■

イ
ン

フ
ラ

は
豊

か
な

国
民

生
活

、
社

会
経

済
を

支
え

る
基

盤
で

あ
り

、
急

速
に

イ
ン

フ
ラ

老
朽

化
が

進
む

中
で

施
設

管
理

者
は

限
ら

れ
た

予
算

の
中

で
対

応
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

を
効

率
的

、
効

果
的

に
行

う
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

が
喫

緊
の

課
題

■
豊

か
な

国
民

生
活

を
送

る
上

で
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
は

国
民

一
人

ひ
と

り
に

と
っ

て
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
に

社
会

全
体

で
取

り
組

む
パ

ラ
ダ

イ
ム

の
転

換
が

必
要

目
的

1
.

革
新

的
技

術
の

発
掘

と
社

会
実

装

2
.

企
業

等
の

連
携

の
促

進

3
.

地
方

自
治

体
へ

の
支

援

4
.

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

の
理

念
の

普
及

5
.

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

へ
の

市
民

参
画

の
推

進

国
民

会
議

の
性

格

産
官

学
民

が
連

携
す

る
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム

設
立

の
位

置
付

け
■

社
会

資
本

整
備

審
議

会
･交

通
政

策
審

議
会

技
術

分
科

会
技

術
部

会
提

言
（
平

成
2
7
年

2
月

）
「
社

会
資

本
の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

情
報

に
関

わ
る

３
つ

の
ミ

ッ
シ

ョ
ン

と
そ

の
推

進
方

策
」

■
日

本
再

興
戦

略
改

訂
2
0
1
5
-
未

来
へ

の
投

資
・
生

産
性

革
命

-
（
平

成
2
7
年

6
月

3
0
日

閣
議

決
定

）

■
日

本
再

興
戦

略
2
0
1
6
-
第

４
次

産
業

革
命

に
向

け
て

-
（
平

成
2
8
年

6
月

2
日

閣
議

決
定

）

■
政

務
官

勉
強

会
提

言
（
平

成
2
8
年

7
月

2
9
日

）

準
備

状
況

■
意

見
交

換
会

（
平

成
2
7
年

1
1
月

～
1
2
月

、
平

成
2
8
年

4
月

）
２

回
■

部
会

・
フ

ォ
ー

ラ
ム

準
備

会
（
平

成
2
8
年

6
月

2
日

～
9
月

2
9
日

）
延

べ
1
1
回

1

資
料

－
⑫
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支
援

組
織

体
制

自
治

体
支

援

総
会

国
（
国

土
交

通
省

お
よ

び
関

係
省

庁
）

企
画

部
会

■
会

長

実
行

委
員

会

企
画

等

広
報

部
会

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

の
理

念
普

及
、

国
民

会
議

の
広

報

自
治

体
の

課
題

解
決

、
自

治
体

の
ニ

ー
ズ

・
民

間
企

業
等

の
ノ

ウ
ハ

ウ
の

情
報

交
換

海
外

市
場

展
開

オ
ー

プ
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
る

異
業

種
の

連
携

や
技

術
の

融
合

、
マ

ッ
チ

ン
グ

革
新

的
技

術

公
認

フ
ォ

ー
ラ

ム

技
術

者
育

成

地
域

に
お

け
る

技
術

者
育

成
の

活
動

を
支

援

市
民

参
画

イ
ン

フ
ラ

や
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
へ

の
関

わ
り

を
深

め
る

た
め

の
実

践
活

動
を

展
開

近
畿

本
部

近
畿

地
方

に
お

け
る

オ
ー

プ
ン

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
推

進
・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
仲

介
等

海
外

へ
の

情
報

発
信

や
海

外
展

開
案

件
形

成

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

大
賞

有
識

者
委

員
会

国
民

会
議

全
体

の
運

営

公
認

フ
ォ

ー
ラ

ム

〈
企

業
等

内
訳

〉

国
民

会
議

会
員

（
平

成
２

９
年

１
１

月
２

８
日

時
点

）
７

６
５

者
（
企

業
４

１
３

、
行

政
１

６
８

、
団

体
１

０
１

、
個

人
８

３
）

建
設

業
1
3
5

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
・
測

量
1
0
9

プ
ラ

ン
ト

1
0

水
ビ

ジ
ネ

ス
1

IC
T
 4

5
点

検
・
セ

ン
サ

ー
・
設

備
4
6

材
料

3
1

保
険

3
地

図
2

N
P

O
 1

1
研

究
機

関
1
7

な
ど

冨
山

和
彦

株
式

会
社

経
営

共
創

基
盤

代
表

取
締

役
Ｃ

Ｅ
Ｏ

家
田

仁
政

策
研

究
大

学
院

大
学

教
授

■
副

会
長

イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
の
主
な
活
動

2
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○
施

設
管

理
者

の
ニ

ー
ズ

や
課

題
に

対
し

、
ピ

ッ
チ

イ
ベ

ン
ト

や
コ

ン
テ

ス
ト

等
に

よ
り

解
決

の
シ

ー
ズ

技
術

を
掘

り
起

こ
し

、
オ

ー
プ

ン
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

に
よ

り
技

術
開

発
を

促
進

○
技

術
開

発
に

あ
た

り
企

業
マ

ッ
チ

ン
グ

や
現

場
試

行
等

を
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

○
セ

ミ
ナ

ー
等

の
技

術
紹

介
等

を
通

じ
、

開
発

し
た

技
術

の
社

会
実

装
を

後
押

し

企
業

マ
ッ

チ
ン

グ
や

現
場

試
行

■
公

共
建

築
物

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
効

率
化

技
術

建
築

物
の

点
検

に
お

け
る

ド
ロ

ー
ン

の
活

用
な

ど

革
新
的
技
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

〈
テ

ー
マ

〉
陸

上
・水

中
レ

ー
ザ

ー
ド
ロ

ー
ン

■
革

新
的

河
川

管
理

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

Ｉｏ
Ｔ
の

活
用

、
ビ

ッ
ク

デ
ー

タ
の

活
用

な
ど

・
２

０
０

ｍ
間

の
河

川
の

形
状

が
不

明
・

現
在

の
ド

ロ
ー

ン
測

量
で

は
植

生
下

は
×

・
航

空
レ

ー
ザ

ー
測

量
は

コ
ス

ト
大

課
題

・
航

空
レ

ー
ザ

ー
測

量
シ

ス
テ

ム
を

超
小

型
化

し
、

ド
ロ

ー
ン

に
搭

載
・

グ
リ

ー
ン

レ
ー

ザ
ー

に
よ

り
水

中
も

測
量

・
低

空
か

ら
の

高
密

度
測

量

面
的

連
続

デ
ー

タ
に

よ
る

河
川

管
理

へ
ド

ロ
ー

ン

グ
リ

ー
ン

レ
ー

ザ
ー

は
水

中
を

透
過

す
る

ピ
ッ

チ
イ

ベ
ン

ト

プ
レ

ゼ
ン

の
様

子

■
企

業
マ

ッ
チ

ン
グ

（
企

業
の

連
携

、
技

術
の

融
合

）
（
こ

れ
ま

で
１

９
チ

ー
ム

）

■
現

場
試

行
等

（
こ

れ
ま

で
６

チ
ー

ム
）

地
方

フ
ォ

ー
ラ

ム
（
試

行
）
に

お
け

る
技

術
紹

介
を

通
じ

、
下

水
道

本
管

か
ら

取
付

管
を

調
査

す
る

T
V

カ
メ

ラ
シ

ス
テ

ム
を

現
場

試
行

セ
ミ

ナ
ー

技
術

開
発

の
進

ん
で

き
た

道
路

路
面

性
状

の
効

率
的

把
握

技
術

に
つ

い
て

、
現

場
で

の
実

践
事

例
の

紹
介

と
技

術
比

較
を

行
う

セ
ミ

ナ
ー

を
企

業
連

携
に

よ
り

開
催

し
、

セ
ミ

ナ
ー

の
内

容
は

全
国

1
0
の

サ
テ

ラ
イ

ト
会

場
に

も
配

信
（
H

2
9
.5

.2
2
：
3
3
9
名

、
2
4
3
団

体
が

参
加

）

本
会

場
の

様
子

コ
ン

テ
ス

ト

課
題

５
３

名
、

３
４

団
体

が
出

席
〈
テ

ー
マ

〉
自

治
体

の
課

題
解

決
へ

の
取

組
・

技
術

を
使

っ
て

情
報

を
整

理
・
活

用
し

て
必

要
な

予
算

を
確

保
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

・
ド

ロ
ー

ン
な

ど
で

外
壁

の
全

数
調

査
が

少
な

い
予

算
で

で
き

れ
ば

よ
い

・
外

壁
の

浮
き

が
判

る
技

術
が

あ
る

と
よ

い

技
術

マ
ッ

チ
ン

グ
ア

イ
デ

ア
コ

ン
テ

ス
ト

の
概

要

応
募

者

事
務

局
：
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
国

民
会

議
革

新
的

技
術

フ
ォ

ー
ラ

ム
事

務
局

・
応

募
テ

ー
マ

の
提

案
・
評

価
者

と
し

て
参

画
募

集
応

募

テ
ー

マ
提

案
企

業
等

※

新
た

な
ビ

ジ
ネ

ス
連

携

今
後

、
活

用
可

能
な

技
術

に
つ

い
て

議
論

４
０

名
、

７
団

体
が

出
席

今
後

、
H

2
9
年

夏
以

降
の

現
場

実
証

・
実

装
化

を
予

定

・
自

治
体

の
建

物
で

の
現

場
試

行
を

検
討

・
材

料
な

ど
他

の
技

術
や

テ
ー

マ
を

扱
う

こ
と

を
検

討

①
車

載
カ

メ
ラ

に
よ

る
道

路
の

画
像

デ
ー

タ
の

有
効

活
用

②
地

震
後

に
役

立
つ

「
建

物
安

全
度

判
定

サ
ポ

ー
ト

シ
ス

テ
ム

（
揺

れ
モ

ニ
）
」
の

様
々

な
場

面
で

の
活

用
③

水
を

抜
か

ず
に

防
火

水
槽

等
を

形
状

測
定

・
点

検
す

る
技

術
の

効
率

化
・
高

度
化

④
３

Ｄ
ス

キ
ャ

ナ
ー

を
利

活
用

し
た

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

技
術

施
設

管
理

者
の

ニ
ー

ズ
や

課
題

を
解

決
す

る
技

術
や

ア
イ

デ
ア

を
公

募
（
第

１
回

7
/
1
9
～

）

（
例
）

（
例
）

×
×

技
術

の
融

合

カ
メ

ラ
に

よ
る

舗
装

ひ
び

割
れ

解
析

技
術

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
に

よ
る

平
坦

性
把

握
技

術
レ

ー
ダ

ー
に

よ
る

空
洞

探
査

技
術

企
業

マ
ッ

チ
ン

グ
に

よ
り

路
面

下
情

報
の

一
元

的
管

理
技

術
を

開
発

■
技

術
マ

ッ
チ

ン
グ

ア
イ

デ
ア

コ
ン

テ
ス

ト
■

道
路

舗
装

診
断

の
自

治
体

現
場

に
お

け
る

実
践

事
例

セ
ミ

ナ
ー

3
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イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
・
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
大
賞

こ
れ

ま
で

の
地

⽅
フ

ォ
ー

ラ
ム

試
⾏

例

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

国
⺠

会
議

近
畿

（
既
設
）

北
海
道

東
北

関
東

北
陸

中
部

沖
縄

中
国

四
国

九
州

地
⽅

フ
ォ

ー
ラ

ム
（

全
国

１
０

ブ
ロ

ッ
ク

）

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

分
野

の
新

技
術

（
例

）

ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
掘
り
起
こ
し

○
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
に

係
る

企
業

等
の

取
組

を
促

進
し

、
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
産

業
の

活
性

化
を

図
る

た
め

、
平

成
２

８
年

度
よ

り
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
大

賞
を

創
設

・
実

施
○

イ
ン

フ
ラ

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

国
民

会
議

で
は

、
ベ

ス
ト
プ

ラ
ク

テ
ィ
ス

を
全

国
に

横
展

開
す

る
た

め
、
各

ブ
ロ

ッ
ク

に
地

方
フ

ォ
ー

ラ
ム

を
設

立

・
⾃
治
体
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
課
題
に
対
し

企
業
等
の
有
す
る
技
術
や
ア
イ
デ
ア
等

を
紹
介
し
、
解
決
策
を
討
議

・
マ
ッ
チ
ン
グ
が
成
⽴
し
た
場
合
に
は
現

場
試
⾏
等
を
実
施

○
イ

ン
フ

ラ
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
⼤

賞

全
国
の
企
業
や

⾃
治
体
等
に
横
展
開
し
、

企
業
の
技
術
開
発
や

⾃
治
体
の
取
組
を
後
押
し

ポ
ン
プ
の
軸
受
位
置
を
下
部
の
開
か
れ
た
場
所
に
移
動

(株
式
会
社
荏
原
製
作
所
)

第
１
回
表
彰
式
（
H2
9.
7.
24
）

国
⼟
交
通
⼤
⾂
賞

維
持

管
理

性
を

向
上

さ
せ

た
河

川
排

水
用

新
形

立
軸

ポ
ン

プ
の

技
術

開
発

⇒
 第

２
回

を
公

募
中

（
平

成
29

年
10

⽉
4⽇

〜
11

⽉
30

⽇
）

樹
⽊
診
断
技
術
の
現
場
試
⾏
（
桑
名
市
）

（
課
題
例
）

・
街
路
樹
の
剪
定
・
植
栽
管
理
の
効
率
化
技
術

・
下
⽔
管
渠
の
点
検
診
断
の
効
率
化
技
術

下
⽔
道
取
付
管
調
査
の
現
場
試
⾏
（
岡
崎
市
・
豊
橋
市
）

〈
班
別
討
議
〉

〈
現
場
試
⾏
〉

情
報
通
信
技
術
の
優
れ
た
活
⽤
に
関
す
る
総
務
⼤
⾂
賞

(⾸
都
⾼
速
道
路
株
式
会
社
等
)

G
IS

と
三

次
元

点
群

デ
ー

タ
を

活
用

し
た

道
路

・
構

造
物

維
持

管
理

支
援

シ
ス

テ
ム

の
開

発

5
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鳥取県道路メンテナンス会議 規約

（名 称）

第１条 本会議は、「鳥取県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、鳥取県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、鳥取県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町村道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局鳥

取河川国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所長、鳥取

県県土整備部道路企画課長及び西日本高速道路株式会社中国支社米子高速道路事務所長

とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の各道路管理者の代表者か

らなる幹事会を置くものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等への技術相

談の窓口を国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所に置く。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

二 会議における審議議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。
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（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所道路管理第二課、

鳥取県県土整備部道路企画課及び西日本高速道路株式会社中国支社米子高速道路事務所

に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

・本規約は、平成２６年５月１９日から施行する。

・平成２８年 ７月１３日 改正（第４条、第７条、別表１、別表２）

・平成２９年 ８月１７日 改正（第４条５、別表２）
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別表１

所　　属 役　　職

会 　長 国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 倉吉河川国道事務所長

副会長 鳥取県県土整備部 道路企画課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 米子高速道路事務所長

鳥取市 都市整備部長

米子市 建設部長

倉吉市 建設部長

境港市 建設部長

岩美町 産業建設課長

若桜町 町土整備課長

智頭町 地域整備課長

八頭町 建設課長

三朝町 建設水道課長

湯梨浜町 建設水道課長

琴浦町 建設課長

北栄町 地域整備課長

日吉津村 建設産業課長

大山町 建設課長

南部町 建設課長

伯耆町 地域整備課長

日南町 建設課長

日野町 建設水道課長

江府町 建設課長

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

鳥取県道路メンテナンス会議　名簿

オブザーバー

国土交通省中国地方整備局　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課

鳥取県県土整備部　道路企画課

西日本高速道路株式会社中国支社　米子高速道路事務所　統括課

事務局
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別表２

所　　属 役　　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 総括保全対策官

副幹事長 国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所 副所長

副幹事長 鳥取県県土整備部道路企画課 課長補佐

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社米子高速道路事務所 副所長

鳥取市都市整備部 道路課長

米子市建設部 次長

倉吉市建設部 建設課長

境港市建設部管理課 課長

岩美町産業建設課 課長補佐

若桜町町土整備課 参事

智頭町地域整備課 参事

八頭町建設課 主幹

三朝町建設水道課町土整備室 室長

湯梨浜町建設水道課 課長補佐

琴浦町建設課 課長補佐

北栄町地域整備課地域整備室 室長

日吉津村建設産業課 主査

大山町建設課 課長補佐

南部町建設課 課長補佐

伯耆町地域整備課環境整備室 副室長

日南町建設課基盤整備室 室長

日野町建設水道課 主事

江府町建設課 課長補佐

公益財団法人鳥取県建設技術センター建設支援課 課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路構造保全官

鳥取県道路メンテナンス会議　幹事会名簿

事務局

国土交通省中国地方整備局　鳥取河川国道事務所　道路管理第二課

鳥取県県土整備部　道路企画課

西日本高速道路株式会社中国支社　米子高速道路事務所　統括課

オブザーバー
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